
 

 

 
総量規制基準の設定方法の改定に 

当たっての検討事項等について（改訂版） 
 

 

１  検討事項 

 ・業種等の区分 

 ・新増設の時期区分 

 ・業種等の区分ごとのＣ値の範囲 

  

２ 留意点 

 ・業種等別の排出実態（特定排出水の濃度の分布） 

 ・排水処理技術の実態 

 ・都府県における総量規制基準の設定状況及び上乗せ排水基準等の設定状況 

 ・東京湾、伊勢湾、大阪湾と瀬戸内海（大阪湾を除く。）の区別 

  

３ スケジュール 

○第１０回（７月２０日） 

 ・「総量規制基準の設定方法について」に関する中央環境審議会への諮問について  
 ・汚濁負荷の実態等について  
 ・総量規制基準について 

 ・総量規制基準の設定方法の改定に当たっての検討事項について  

 

○第１１回（１２月１４日） 

 ・特定排出水の排出実態 

 

○第１２回（２月１日） 

 ・業種別の水質分布特性 

 ・排水処理技術の実態 

 ・総量規制基準設定方法の考え方 

 

○第１３回（３月上旬頃） 

 ・総量規制専門委員会報告案 

 （総量規制基準に係る業種その他の区分ごとの範囲（案）等） 

 

○パブコメ  

 

○第１４回（４月頃） 

 ・専門委員会報告   

資料２ 


